
1 

 

米子市広域住民避難計画（島根原子力発電所事故対応）修正案 新旧対照表 （令和元年度改正） ※ 軽易な文言修正は省略 

項  目 修  正  案 修  正  前 

Ｐ.４ 

第２章 避難の考

え方 

第１節 地域の特性 

１ 島根地域の避難 

２ 地域見積 

３ 避難見積 

４ 避難上の課題 

第１節 地域の特性 

１ 島根地域（島根原子力発電所周辺）の避難 

 ・ ２県６市（鳥取県、米子市、境港市、島根県、松江市、出雲市、安来市、雲

南市）が対象で、ＵＰＺの避難対象者は約４７万人。 

 ・ 島根県の避難者約１０万人が鳥取県内を通過して避難。 

 ・ 鳥取県の避難者と合わせれば、約８万８千人が弓ヶ浜半島を通過。 

 ・ ＵＰＺ外の弓ヶ浜半島の付け根部分の米子市街地を約１７万３千人が通過。 

 ・ 弓ヶ浜半島において、島根県避難と鳥取県避難が２度交錯する。 

 ・ 島根県の主要避難先は県外（広島県、岡山県、鳥取県に予備避難先）である。 

 ・ 鳥取県の避難先は県内に確保している。（避難元地区と避難先自治体の避難施

設との組合せができている。 

 ・ 島根原子力発電所に近い地域からの避難を原則とし、ＰＡＺ避難完了後のＵ

ＰＺ避難については、島根原子力発電所に近い自治体から順次避難を開始し、

避難の確実を期す。 

２ 地域見積 

（１）地形 

  ・ 南北方向については、中国山地により規制されており､移動は主要道路に限

られる｡ 

  ・ 東西方向については、中国山地からの稜線が発達し、地域が３つに区分さ

れ、移動は主要道路に限られる。 

  ・ 東西方向の主要道路は、国道９号と山陰道に限られる。 

（２）気象 

  ・ 冬季においては、積雪の影響により移動に制限を受けることがある。 

（３）その他 

  ・ 限定された避難経路を島根県と鳥取県が混交して使用する。 

  ・ 避難経路は主要道路に限られることから、避難の一般方向が限定される。 

  ・ 弓ヶ浜半島については、各種の避難手段（交通機関）が存在する。 

（新設） 
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項  目 修  正  案 修  正  前 

３ 避難見積 

・ 避難経路は主要道路に限られることから､道路交通の確保と円滑な交通が必須

である｡ 

・ 県外避難においては、交通規制が通常の管轄を超えることから、広域の連携し

た交通規制が必要である。 

・ 島根県避難については、鳥取県のＵＰＺである弓ヶ浜半島及びＵＰＺに近接す

る米子市街地を通過しなければならない。 

・ ＵＰＺに近接して米子市街地が存在し、島根県と鳥取県の避難が交錯集中する

隘路となることから、避難経路については、ＵＰＺと一体的に整備、統制するこ

とが必要である。 

４ 避難上の課題 

・ 弓ヶ浜半島では、避難の一般方向が限定され、かつ使用できる道路が大きく２

本（国道４３１号、県道４７号米子境港線）に限られることから、避難車両を円

滑に通過させる対策が必要である。 

・ 弓ヶ浜半島における避難経路は、大きくは、平行する２本の道路に限られ、有

機的な輸送網の構成ができない。 

・ 米子鬼太郎空港付近で、２本の主要避難道路が近接する。 

・ 海側道路（国道４３１号）は、地震時に津波の影響を受けるおそれがある。 

・ 並行する２本の主要道路をつなぐ道路（骨格道路）がないため、一方の道路が

寸断・渋滞すれば、迂回が困難で避難に支障を来す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ.９ 

第２章 避難の考

え方 

第４節 事故の推移 

３ 防護措置 

４ 避難等 

３ 防護措置 

（１）緊急事態における対応 

施設敷地緊急事態（ＥＡＬ２）となった段階で、ＵＰＺ圏内に対して国から屋

内退避準備の指示が出され、全面緊急事態（ＥＡＬ３）となった段階で、屋内退

避の指示が出される。ＵＰＺ圏内の住民等は、当該指示に基づき屋内退避を実施

する。 

 

（新設） 
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項  目 修  正  案 修  正  前 

 

※ EAL(AL)と EAL1、EAL(SE)と EAL2、EAL(GE)と EAL3は同意である。 

 

（２）放射性物質の放出後 

高い空間放射線量率が計測された地域において、被ばくの影響をできる限り低

減する観点から、数時間から１日内に、住民等について避難等の緊急防護措置を

講じる。また、それと比較して低い空間放射線量率が計測された地域においても、

無用な被ばくを回避する観点から、１週間程度内に一時移転の早期防護措置を講

じる。 
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項  目 修  正  案 修  正  前 

 

 

４ 避難等 

 （基本方針） 

  原子力災害時におけるＵＰＺ内の避難等について、緊急時モニタリングの結果

を踏まえ、ＯＩＬに基づき対象区域を特定し、避難又は一時移転等の指示が発令

される。また、原子力災害対策重点区域（ＰＡＺ及びＵＰＺ）全体に避難が必要

となった場合は、交通渋滞を低減し、避難の円滑化を図るため、原則として島根

原子力発電所からの距離に応じた同心円で段階的避難を行うものとする。 

 （避難の推移） 

 ・ 緊急事態区分及び緊急時活動レベル（ＥＡＬ）に基づき、ＰＡＺの避難が実

施される。ＵＰＺについては、ＥＡＬに基づく屋内退避の後、ＯＩＬに基づき

ＵＰＺ全域に避難指示が発令され、段階的避難が実施される。 

   ※ 放射性物質の放出前においても、ＥＡＬに基づき、事態の規模、時間的

な推移等に応じて避難指示が発令される場合がある。 

 ・ 即時避難としてＰＡＺ避難が完了した後、ＵＰＺ避難が実施される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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項  目 修  正  案 修  正  前 

・ ＵＰＺ避難においても、島根原子力発電所から近い区域から距離に応じて段

階的な避難を行う。これにより、円滑な避難を確保するとともに、住民等の被

ばくリスクの低減を図る。 

 ・ 避難対象者及び避難行動要支援者に必要な輸送手段（バス、福祉車両）を確

保し、速やかに避難を行う。 

Ｐ．１１ 

第２章 避難の考

え方 

第５節 広報・情報

伝達 

１ 関係機関の役

割分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 関係機関の役割分担 

市は、県、ＯＦＣ（オフサイトセンター：緊急事態応急対策拠点施設）及びＥ

ＭＣ（緊急時モニタリングセンター）と連携し、次のとおり役割分担することで、

重層的かつ漏れのない広報を行う。  

ＯＦＣ ・緊急事態の発生に係る事項、防災対策の重要事項等について、テ

レビ、ラジオ等の多様な報道手段を通じて県外の住民も含めて広

範囲に広報する。 

ＥＭＣ ・緊急時モニタリングを実施し、モニタリング結果については、関

係機関等とモニタリング情報共有システムにより情報共有を実

施する。 

県 ・緊急事態、災害の概要、県が実施する防災活動の内容等について、

情報伝達するともに、地元報道機関、インターネット等の多様な

広報手段を通じて県民に広報する。 

・ＯＦＣ所管外の情報（避難生活に関連する情報等）を広報する。

このうち、共通内容については、県で作成し、市に広報を依頼す

る。 

市 ・緊急事態、災害の概要、モニタリング結果、今後の予測、市が実

施する防災活動の内容、住民のとるべき措置、注意事項等につい

て、サイレン、防災行政無線、広報車、ホームページ等を通じて

住民に広報する。  

・ＯＦＣ所管外の情報（避難生活に関連する情報等）を避難受入先

市町の協力を得て広報する。 
 

１ 関係機関の役割分担 

市は、県及びＯＦＣ（オフサイトセンター：緊急事態応急対策拠点施設）と連

携し、次のとおり役割分担することで、重層的かつ漏れのない広報を行う。 

  

ＯＦＣ ・緊急事態の発生に係る事項、防災対策の重要事項等について、テ

レビ、ラジオ等の報道機関を通じて県外の住民も含めて広範囲に

広報する。 

（新設） （新設） 

 

 

県 ・緊急事態、災害の概要、県が実施する防災活動の内容等について、

情報伝達するともに、地元報道機関、インターネット等を通じて

県民に広報する。 

・避難生活に関連する情報等を広報する。このうち、共通内容につ

いては、県で作成し、市に広報を依頼する。 

市 ・緊急事態、災害の概要、市が実施する防災活動の内容、住民のと

るべき措置、注意事項等について、サイレン、防災行政無線、広

報車、ホームページ等を通じて住民に広報する。  

・避難生活に関連する情報等を避難受入先市町の協力を得て広報す

る。 
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項  目 修  正  案 修  正  前 

Ｐ.１４ 

第２章 避難の考

え方 

第６節 避難の概

要 

１ 避難時期と避

難対象地域（段階的

避難推移表） 

段階的避難推移表の一部修正 

警戒事態（EAL１） 注意喚起、観光客等の一時滞在者への帰宅呼びかけ 

◎ＵＰＺ外の防護措置 

 ＵＰＺ外においては、緊急時モニタリング結果を踏まえて、島根原子力発電所か

らの同心円を基礎として必要な防護措置を実施する範囲を設定する。 

段階的避難推移表 

警戒事態（EAL１） 注意喚起、観光客への帰宅呼びかけ 

◎ＵＰＺ外の防護措置 

 ＵＰＺ外においては、事態の進展等に応じ、ＵＰＺと同様に必要な防護措置を実

施する。 

Ｐ.１５ 

第２章 避難の考

え方 

第６節 避難の概

要 

２ 複合災害時の

対策 

 

２ 複合災害時の対策 

  県は、地震、津波、暴風雪等の自然災害と原子力災害の複合災害の発生可能性

を認識し、避難を始めとした防護措置の迅速かつ的確な実施に努める。この際、

人命の安全確保を最優先とする観点から、これら複合的な事態に対して、迅速か

つ同時並行的に対処していく。 

市も県と連携して、その対応に当たる。 

（１）避難経路、避難手段、避難先の多重化 

  ・ 避難経路の情報収集による避難経路の変更又は迂回の早期判断 

  ・ 避難車両通行のための道路啓開、応急復旧等 

  ・ 自家用車の使用が困難な場合の避難バスの確保 

  ・ 車両による避難が困難な場合における実働組織による住民避難 

  ・ 避難所の再調整、県内の予備避難先の利用、県外避難先の確保 

（２）災害対応の要員、資機材の確保 

災害対応の限られたリソースの災害ごとの適切な配分と外部への支援の早期

要請 

（３）複合災害時の避難・屋内退避 

人命の安全確保を最優先に、自然災害（地震、津波、暴風雪等）に対する避

難等を優先して、自宅や指定緊急避難場所等において屋内退避を行う。 

（４）屋内退避のための物資の備蓄・供給体制 

屋内退避が適切に行えるように、住民への備蓄に関する普及啓発、物資等の

（新設） 
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項  目 修  正  案 修  正  前 

備蓄、物資融通体制の整備を行う。 

（５）複合災害対応の強化 

  ・ 情報収集、意思決定、指示・調整を一元化し、複合災害対応を一元化する。 

  ・ 避難開始後は、状況の変化に応じて避難計画を修正・変更するためのルー

プ型の意思決定を行う。 

Ｐ.２０ 

第２章 避難の考

え方 

第６節 避難の概

要 

４ 避難手段 

 

 

 

 

４ 避難手段 

（１）選定の考え方 

   避難手段は、天候等の条件による制約を受けにくい自家用車及びバスによる

避難を基本とし、各種輸送手段により輸送力を確保する。 

   この際、避難方針との整合を図りながら、最適かつ実態に即した避難手段の

組合せにより、確実かつ効率的な避難を行うものとする。 

   なお、補完的手段である鉄路、海路、空路に関しては、その特性に留意する

必要がある。 

（２）陸路 

  ア 自家用車 

    自家用車及びバス等準備車両による避難を基本とし、避難住民の９０％が

自家用車を使用すると見積もる 

  イ バス等準備車両（公共交通） 

    自家用車が使えない住民等の避難に使用 

  ウ 福祉車両（公共交通） 

    避難行動要支援者等の避難に使用 

  エ 自衛隊車両 

    緊急を要する場合に計画（災害派遣、原子力災害派遣） 

（３）鉄路 

   列車の運行が可能である場合、定時運行性を最大限活用し、観光客等の一時

滞在者の早期避難や通勤者、通学者が帰宅するまでの移動手段として使用する。

また、避難の際の補完的手段として使用する。 

  ※ ＪＲ（境線、山陰本線〔米子駅～鳥取駅〕） 

３ 避難手段 

避難は、最適かつ実態に即した手段の組合せにより、確実かつ効率的な避難を

行うものとする。避難手段は、概ね次のとおりとするが、適宜見直しを行う。 

避難手段 備   考 

陸路 

自家用車 避難住民の７０％が使用すると想定する。 

バス 一時集結所からの住民の避難に使用する。 

福祉車両 要配慮者の避難に使用する。 

自衛隊車両 緊急を要する場合に、原子力災害派遣を要請する。 

鉄路 鉄道 バス等による避難が困難である場合又は輸送力が不足

する場合は、補完的手段として使用する。 

※航空機・ヘリコプターについては、確保が可能な場

合に緊急を要する要配慮者等の輸送に使用 

海路 船舶 

空路 航空機 
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項  目 修  正  案 修  正  前 

（４）海路（公共交通） 

   船舶（境港～鳥取港）の確保が可能であり、波高が１．５ｍ以下と見込まれ

る場合に、自家用車が使えない近隣の住民等の輸送に使用する。 

（５）空路 

   航空機及びヘリコプターの確保が可能な場合に、遠距離かつ緊急に搬送が必

要な避難行動要支援者（重篤な入院患者等）等の輸送に使用する。 

   ヘリコプターは、避難が遅れた住民等や避難行動要支援者などの救出、搬送

にも使用する。 

（６）複合災害時における避難手段 

   自家用車の利用が困難なときは、バスを手配する。車両による避難が困難な

場合は、補完的手段を準備するが、確保が困難な場合は実働組織による避難を

要請する。 

 

 

Ｐ.２１ 

第２章 避難の考

え方 

第６節 避難の概

要 

５ 避難経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 避難経路 

避難経路は、交通の円滑化、道路啓開、避難支援ポイントの設定等、輸送を重

点的に確保する経路として、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 避難経路 

避難経路は、交通の円滑化、道路啓開、避難支援地点の設定等、輸送を重点的

に確保する経路として、次のとおりとする。 
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項  目 修  正  案 修  正  前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経

路

１ 

山陰道・国道９号沿い 
山陰道・国道９号による県中部・東部地域への避

難経路 

・県道米子空港境港停車場線（県道 285号）→境港市道→米子市道→鉄工

団地入口→国道 431号→国道９号東進 

・県道米子空港境港停車場線（県道 285号）→境港市道→米子市道→鉄工

団地入口→国道 431号→（米子 JCT）→山陰道東進 

経

路

２ 

国道１８１号・ 

米子自動車道沿い 

国道 181 号から米子自動車道蒜山 IC を経由した

県中部地域への避難経路 

・県道米子境港線（県道 47号）→国道 181号→（溝口 IC、江府 IC）→米

子自動車道→（蒜山 IC）→国道 482号→国道 313号 

経

路

３ 

国道１８１号・ 

米子自動車道・ 

中国自動車道沿い 

国道１８１号から米子自動車道～中国自動車道

津山 ICを経由した県東部地域への避難経路 

・県道米子境港線（県道 47号）→国道 181号→（溝口 IC、江府 IC）→米

子自動車道→（落合 JCT）→中国自動車道→（津山 IC）→国道 53号 

 

なお、複合災害時における大規模な通行止めに際しては、経路の変更を行い、

通行止め箇所について警察官等の誘導により迂回を行うことを基本とする。 

（１）国道４３１号 

   早期に使用の可否を判断し、使用できる場合は避難経路として使用する。 

（２）ＵＰＺ内 

   避難車両を、状況に応じて県道米子空港境港停車場線（県道２８５号）、国道

４３１号、県道米子境港線（県道４７号）に誘導する。 

（３）ＵＰＺ外 

   避難車両を、状況に応じて米子自動車道と国道１８１号に振り分ける。 

 

 

 

経

路

１ 

山陰道・国道９号沿い 
山陰道・国道９号による県中部・東部地域への避

難経路 

・県道米子空港境港停車場線→境港市道→米子市道→鉄工団地入口→国

道 431号→国道９号東進 

・県道米子空港境港停車場線→境港市道→米子市道→鉄工団地入口→国

道 431号→（米子 IC）→山陰道東進 

経

路

２ 

米子自動車道沿い 
米子自動車道蒜山 IC を経由した県中部地域への

避難経路 

・県道米子境港線→国道 181号→（米子南 IC）→（米子 IC）→米子自動

車道→（蒜山 IC）→国道 482号→国道 313号 

経

路

３ 

中国自動車道沿い 
米子自動車道から中国自動車道津山 IC を経由し

た県東部地域への避難経路 

・県道米子境港線→国道 181号→（米子南 IC）→（米子 IC）米子自動車

道→（落合 JCT）→中国自動車道→（津山 IC）→国道 53号 

 

 

（新設） 
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項  目 修  正  案 修  正  前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難経路図 

 

 

 

（新設） 
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項  目 修  正  案 修  正  前 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ.２４ 

第２章 避難の考

え方 

第６節 避難の概

要 

８ 避難に影響を

及ぼすと想定され

る課題等 

 

 

８ 避難に影響を及ぼすと想定される課題等 

（１）道路の使用 

  ア 弓浜半島部の国道４３１号は、津波の影響を優先的に把握し、避難路とし

ての使用の可否を検討する。 

イ 地震による影響は検討しない（地震による道路等のインフラ被害は想定し

ない） 

ウ 冬期の大雪による影響（除雪の必要性） 

（２）渋滞の発生 

  ア 境港市街 

    幸神町交差点 

  イ 米子市街 

    大篠津交差点、河崎交差点、皆生交差点、二本木交差点、西福原一丁目交

差点、米子食品団地入口交差点、米子駅前交差点、国道９号に国道４３１号

及び各種道路が合流する箇所、米子自動車道入口交差点 

（３）計画外の避難（自主的な避難） 

   次による計画外の避難が大規模に発生した場合、ＰＡＺ住民の避難遅れ及び

ＵＰＺ住民等の避難時間（避難の走行時間）の増加が予想され、避難住民等の

被ばくリスクが高まる。 

ア 島根原子力発電所で事故が起きた直後の避難及びその後の事故進展に伴う

住民等の自主判断による避難 

  イ ＰＡＺ避難が指示された場合のＰＡＺ外の区域における先行的な避難 

ウ ＵＰＺ内の避難指示区域における計画的な段階的な避難の前の避難 

エ 一部の自主避難（避難指示区域以外からの避難） 

７ 避難に影響を及ぼすと想定される課題等 

（１）道路の使用 

  ア 弓浜半島部の国道４３１号は、津波の影響により当初使用の可否が確認で

きないものとする。（鳥取県津波対策検討委員会検討結果による） 

イ 地震動による影響は検討しない（地震による道路等のインフラ被害は想定

しない） 

ウ 冬期の大雪による影響（除雪） 

（２）渋滞の発生 

  米子市街は、国道９号に、国道４３１号及び各種道路の合流箇所、米子自動車

道入口交差点で避難住民による交通の渋滞が発生 

 

 

 

 

（３）計画外の避難（自主的な避難） 

  ア 島根原子力発電所での事故発生を知った時点での避難開始 

  イ ＰＡＺ避難が指示された場合、ＰＡＺ外の区域で避難開始 

ウ ＵＰＺ避難が指示された場合、ＵＰＺ外の区域で避難開始及びＵＰＺ区域

において１に定める避難時期外で避難開始 

 

 

 

 

Ｐ.２４ 

第２章 避難の考

え方 

第６節 避難の概

要 

９ 予備的避難地域 

  鳥取県内の計画上の避難先（県東部及び中部）が使用できない場合及び島根県

において、災害の状況により島根県の計画どおりに避難ができなくなり、鳥取県

に要請があった場合には、次の鳥取県内の予備的避難地域において避難者を受け

入れる。 

（新設） 
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項  目 修  正  案 修  正  前 

９ 予備的避難地

域 

 

 

 

 

 

  なお、この地域における避難者の受入れについては、県が調整を行う。 

 

避難受入数 避難受入地域 

約１万人 日吉津村、大山町、伯耆町、南部町、江府町、日野町、日南町 

約５千人 若桜町、智頭町 
 

Ｐ.２５ 

第３章 避難等の

実施 

第１節 方針 

第２節 計画の段

階区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 方針 

 市は、住民等の被ばくを防止するため、原子力災害対策本部長（内閣総理大臣）

の避難指示等に基づき、防護措置として避難等（屋内退避、コンクリート屋内退避、

避難及び一時移転）を実施する。この際、避難行動要支援者等に配慮する。 

 ＵＰＺ内全域で避難が必要となった場合は、島根原子力発電所からの距離に応じ

た段階的避難を実施し、住民等の一斉避難による大渋滞発生により、避難が停滞す

ることに伴う住民等の被ばくの低減に努める。また、あらゆる手段を使った注意喚

起と公的な広報媒体を使った詳細情報の提供により、住民等への安心提供と安全確

保に努める。 

 なお、計画外の避難が大規模に発生した場合は、避難住民等への情報提供及び注

意喚起、円滑な交通の流れを確保するための臨機応変の緊急対応を行い、住民等の

被ばくを抑える。 

 

第２節 計画の段階区分 

１ 段階区分の設定 

緊急事態の時間的な進展に応じた迅速かつ的確な住民避難を実施するため、段

階区分を設定し、段階ごとに対応する。 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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項  目 修  正  案 修  正  前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 段階区分と避難の段階 

（１）段階区分 

段階区分 方   針 対   応 

準  備  原子力事業者、国、地方公共

団体等がそれぞれの行動計画

を策定して関係者に周知する

とともに、これを訓練等で運用

し、緊急時の検討等を行う。 

 

１ 計画等の作成・修正 

２ 広報 

３ 普及啓発 

４ 訓練 

５ 人材育成 

初期対応  情報の限られた不確かな中

でも、重篤な確定的影響を回避

するとともに、確率的影響のリ

スクを可能な限り最小限に抑

えるという目的を達成させる

ため、極めて短期間のうちに迅

速な対応を行う。 

（緊急事態区分） 

・ 警戒事態（ＥＡＬ１） 

・ 施設敷地緊急事態（ＥＡＬ

２） 

・ 全面緊急事態（ＥＡＬ３） 

１ 異常事態の発生 

２ 事業者が通報連絡 

 ・通報（原災法） 

・関係自治体へ通報（原災法、

協定等） 

３ 災害警戒本部、災害対策本

部の設置 

４ 緊急時モニタリングの実

施 

５ 内閣総理大臣による原子

力緊急事態宣言 

６ 国が原子力災害対策本部

を設置 

７ 原子力合同対策協議会の

設置 

中期対応  放射性物質又は放射線の影

響管理が求められ、環境モニタ

リングや解析による放射線状

況の十分な把握に基づき、初期

１ 放射線状況の把握 

２ 防護措置の変更、解除 

３ 長期防護措置の検討 

４ 長期的な復旧策を開始す
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項  目 修  正  案 修  正  前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応段階で実施された防護措

置の変更・解除や長期にわたる

防護措置の検討を行う。 

るための特定の計画の作成 

５ 被災者生活支援 

６ 社会的・経済的活動への復

帰支援 

復  旧  復旧段階への移行期に策定

された被災した地域の長期的

な復旧策の計画に基づき、通常

の社会的・経済的活動への復帰

の支援を行う。 

１ 放射線の影響管理 

２ 環境の除染 

 

（２）避難の段階 

避難の段階 想 定 す る 期 間 

避難準備 

(EAL1～3) 

 警戒事態が発生し、それが施設敷地緊急事態を経て全面緊急事

態に進展し、避難指示等が出されるまでの期間 

避  難  避難及び一時移転の指示等が出されてから、避難所に到着する

までの期間 

（一次避難〔ＵＰＺからの避難〕） 

避難生活 避難所に到着してから、原子力緊急事態解除宣言が出され、避難

指示等が解除されるまでの期間 

復  帰  避難先地域から要避難地域への避難住民の復帰が完了するま

での期間 

生活再建  避難先地域からの復帰が完了した段階からの期間 
 

Ｐ.２６ 

第３章 避難等の

実施 

第３節 防護措置

第３節 防護措置の種類 

市は、放射性物質又は放射線の異常な放出が発生した場合、緊急時モニタリング

の結果に基づき、各種防護措置を実施し、周辺住民等の被ばくのリスクを低減する

ものとする。 

第１節 防護措置の種類 

市は、放射性物質又は放射線の異常な放出が発生した場合、各種防護措置を実施

し、周辺住民等の被ばくのリスクを低減するものとする。 
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項  目 修  正  案 修  正  前 

の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防 護 措 置 実  施  内  容 

屋 内 退 避 ・ 建屋の遮へい効果による外部被ばくの低減と、建屋の気

密性を高めて屋内への放射性物質の侵入防止を図り、内部

被ばくのリスクを低減する。 

  なお、屋内退避の場合、木造建屋よりもコンクリート建

屋の方が内部被ばくのリスク低減効果は高い。 

・ 避難の指示等が行われるまで放射線被ばくのリスクを低

減しながら待機する場合や、避難又は一時移転を実施すべ

きであるが、その実施が困難な場合に屋内退避を行う。 

・ ただし、屋内退避指示が出されている中で、地震など自

然災害を原因とする緊急の避難等が必要となった場合に

は、人命最優先の観点から避難指示を発令する場合がある。 

・ 一方で、大雪や台風など避難時の周囲の状況等により、

避難のために立ち退きを行うことが、かえって危険を伴う

場合等やむを得ないときは、屋内退避の安全確保措置及び

屋内退避の継続を指示する場合がある。 

コンクリート 

屋 内 退 避 

・ 病院や介護施設においては、避難より屋内退避を優先す

ることが必要な場合があり、この場合、一般的に遮へい効

果や建屋の気密性が比較的高いコンクリート建屋への屋内

退避を行う。 

・ 放射線防護対策を実施した施設等については、屋内退避

の可能期間を考慮した上で、他の施設等からの受入れや避

難又は他の施設等への転院等を判断するものとする。 

・ 地震による家屋の倒壊等により自宅での屋内退避の実施

が困難な場合は、地震による影響がない近隣のコンクリー

ト屋内退避施設において屋内退避を行う。 

 

 

 

 

防 護 措 置 実  施  内  容 

屋 内 退 避 ・ 建屋の遮へい効果による外部被ばくの低減と、建屋の気

密性を高めて屋内への放射性物質の侵入防止を図り、内部

被ばくのリスクを低減する。 

  なお、屋内退避の場合、木造建屋よりもコンクリート建

屋の方が内部被ばくのリスク低減効果は高い。 

・ 避難の指示等が行われるまで放射線被ばくのリスクを低

減しながら待機する場合や、避難又は一時移転を実施すべ

きであるが、その実施が困難な場合に屋内退避を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンクリート 

屋 内 退 避 

・ 病院や介護施設においては、避難より屋内退避を優先す

ることが必要な場合があり、この場合、一般的に遮へい効

果や建屋の気密性が比較的高いコンクリート建屋への屋内

退避を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

項  目 修  正  案 修  正  前 

 

 

 

 

 

 

避     難 ・ 放射性物質又は放射線の放出源から離れることにより、

被ばくの低減を図る。 

 避  難 

(ＯＩＬ１) 

・ 緊急放射線量率等が高い地点から速やかに離れるため、

緊急で実施するもの。 

一時移転 

(ＯＩＬ２) 

・ 緊急な避難が必要な場合と比較して空間放射線量率等は

低い地域であるが、日常生活を継続した場合の無用な被ば

くを低減するため、一定期間（１週間程度内）のうちに当

該地域から離れるもの。 

 除  染 

(ＯＩＬ４) 

・ 避難退域時検査において、基準を超えた避難者等に対し

て簡易除染を行うもの。 
 

避     難 ・ 放射性物質又は放射線の放出源から離れることにより、

被ばくの低減を図る。 

 避  難 

 

・ 緊急放射線量率等が高い地点から速やかに離れるため、

緊急で実施するもの。 

一時移転 

 

・ 緊急な避難が必要な場合と比較して空間放射線量率等は

低い地域であるが、日常生活を継続した場合の無用な被ば

くを低減するため、一定期間のうちに当該地域から離れる

もの。 

 

 

 

Ｐ.２９ 

第３章 避難等の

実施 

第５節 避難段階 

６ 避難手段ごと

の避難方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 避難手段ごとの避難方法 

（１）自家用車による避難 

避難対象地域内から自家用車避難を行う地区の順序を、あらかじめ島根原子力

発電所からの距離や避難主要幹線道路への経路等を考慮して定め、避難を実施す

る。自家用車による避難については、交通渋滞の解消を目的として避難者に乗り

合わせを要請する。 

ア 対象者 

自家用車を利用できる者 

イ 避難順序の統制 

市及び県等は、自家用車で避難を行う避難住民等に対して、居住する地区が避

難を開始する時期、避難に使用する経路、避難場所について十分に広報を行うな

どにより、避難指示に従った避難の遵守を求めて、交通渋滞の発生を防止する。 

ウ 避難所への誘導及び受入れ 

県及び避難受入れ市町は、連携協力して、各避難所の立地状況等に応じた自家

用車避難の誘導及び受入れを行う。 

 （ア）駐車場又は駐車スペースのある避難所への避難 

学校施設のグラウンド等、臨時的に避難住民等の自家用車を駐車できるスペ

ースがある避難所には、直接、避難所へ自家用車を乗り入れる。 

１ 避難手段ごとの避難方 

（１）自家用車による避難 

 

 

 

 

ア 対象者 

自家用車を利用できる住民等 

イ 避難順序の統制 

市及び県等は、自家用車で避難を行う住民に対して、居住する地区が避難を開

始する時期、避難に使用する経路、避難場所について十分に広報を行うなどによ

り、避難指示に従った避難の遵守を求めて、交通渋滞の発生を防止する。 

ウ 避難所への誘導及び受入れ 

県及び避難受入れ市町は、連携協力して、各避難所の立地状況等に応じた自家

用車避難の誘導及び受入れを行う。 

 （ア）駐車場又は駐車スペースのある避難所への避難 

学校施設のグラウンド等、臨時的に避難住民等の自家用車を駐車できるスペ

ースがある避難所には、直接、避難所へ自家用車を乗り入れる。 
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項  目 修  正  案 修  正  前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ.３４ 

第３章 避難等の

  （イ）駐車場等がない避難所等への避難 

駐車場等がない避難所又は駐車場等が不足する避難所への自家用車避

難の場合、避難住民の車を避難所付近の駐車場又は駐車可能スペースに駐

車した後、徒歩又は県等が手配するシャトルバス等により避難所へ移動す

る。 

エ 避難退域時検査等 

放射性物質が放出された後に、緊急時モニタリングの結果により避難等の指示

が発令された場合には、県は、主要経路沿い等に、避難退域時検査会場を設け、

避難住民等の避難退域時検査を行う。その結果、ＯＩＬ４以下でないことが確認

された場合、簡易除染を行う。 

車両の除染を行う際に用いる洗浄水については、周囲に飛散しないように飛散

防止措置と確実な回収及び保管を行う。 

なお、避難先までの間に避難退域時検査を受けることができなかった避難住民

等については、避難先地域に設置する避難退域時検査会場で行う。また、検査の

実施に際して、健康上の配慮等が必要な者については、受入先での検査等を考慮

する。 

安定ヨウ素剤については、服用の指示等が出て配布が行われた場合は、あらか

じめ決められた居住区域にある一時集結所で受領するものとするが、受領する時

間がない場合においては、避難経路上にある避難退域時検査会場で受領するもの

とする。 

なお、服用については、服用の指示が出ている場合に限る。 

オ 避難途中の住民等に対する支援 

県は、主要経路沿い等に設置した避難退域時検査会場等に併設して避難支援ポ

イントを設置し、避難途中の住民等へ避難に関する情報や物資の提供等の支援を

行う。 

避難支援ポイントにおいては、自家用車による避難を踏まえ、長時間における

渋滞を予期し、避難途中の住民に対し、支援（避難に必要な情報（道路情報、避

難所情報等）、飲料水、食料等の提供）を行う。また、必要に応じてトイレ設備等

  （イ）駐車場等がない避難所等への避難 

駐車場等がない避難所又は駐車場等が不足する避難所への自家用車避

難の場合、避難住民の車を避難所付近の駐車場又は駐車可能スペースに駐

車した後、徒歩又は県等が手配するシャトルバス等により避難所へ移動す

る。 

エ 避難退域時検査等 

県は、主要経路沿い等に、避難退域時検査会場を設け、避難住民等の避難退域

時検査と避難住民に必要な支援等を総合的に行い、必要に応じて、簡易な除染を

行う。 

 

 

 

なお、避難先までの間に避難退域時検査ができなかった避難住民等については、

避難受入市町の地域に設置した避難退域時検査会場で行う。 

 

 

 

 

 

 

 

オ 避難支援ポイント 

県は、主要経路沿い等に設置した避難退域時検査会場等に併設して避難支援ポ

イントを設置し、避難途中の住民等へ避難に関する情報や物資の提供等の支援を

行う。 

避難支援ポイントにおいては、自家用車による避難を踏まえ、長時間における

渋滞を予期し、避難途中の住民に対し、避難に必要な情報（道路情報、避難所情

報、ガソリンスタンド等）、飲料水、食料等を提供する。また、必要に応じてトイ
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項  目 修  正  案 修  正  前 

実施 

第５節 避難段階 

７ 避難行動要支

援者等の避難 

 

 

 

 

を設置する。 

なお、積雪期間中については、チェーン等滑り止めの必要性の有無についても

情報提供する。 

避難で移動中の住民等に対しては、原子力防災アプリや道路標示版等を使用し

て情報提供する。 

 

（カは記載省略） 

キ 避難退域時検査会場（県が開設・運営を行う。） 

・ 国又は県・市が避難指示を発令するまでに、開設する避難退域時検査会場。 

 名      称 住     所 

１ 東伯総合公園体育館 東伯郡琴浦町田越 560 

２ 中山町農業者トレーニングセンター 西伯郡大山町下甲 1022-5 

３ 名和農業者トレーニングセンター 西伯郡大山町名和 1247-1 

４ 伯耆町Ｂ＆Ｇ海洋センター 西伯郡伯耆町大原 1006-3 

５ 江府町立総合体育館 日野郡江府町大字洲河崎 62 

６ 倉吉市関金農林漁業者等健康増進施設 倉吉市関金町関金宿 1560-8 

７ 旧那岐小学校 八頭郡智頭町大背 205 

８ 大山パーキングエリア 西伯郡伯耆町久古 1379 

※大山パーキングリアは、島根県と共同で開設・運営するものとする。 

 ・ 避難先地域に設置する避難退域時検査会場 

 名     称 住    所 

１ 布施総合運動公園県民体育館 鳥取市布施 146-1 

２ 鳥取砂丘コナン空港 鳥取市湖山町西４丁目 110-5 

３ 倉吉体育文化会館体育館 倉吉市山根 529-2 

４ 鳥取市保健所 鳥取市富安２丁目 104-2 

５ 倉吉保健所 倉吉市東巌城町 2 

６ 米子保健所 米子市東福原１丁目 1-45 

 

レ施設等を設置する。 

なお、積雪期間中については、チェーン等滑り止めの提供についても考慮する。 

 

 

 

 

 （カは記載省略） 

（新設） 
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項  目 修  正  案 修  正  前 

７ 避難行動要支援者等の避難 

施設敷地緊急事態発生時のＰＡＺの避難準備指示があった場合、事態の進展を

踏まえ、ＵＰＺの避難行動要支援者等の避難準備を早期に開始する。 

なお、５０ｋｍを超える避難が避難行動要支援者等の過重な負担となることが

あるため、健康状態を悪化させないように配慮する。このため、ストレッチャー

を必要とする者については、放射線防護対策施設への避難や、場合によっては３

０～５０ｋｍ圏内にある施設の利用を検討する（一時避難所）。 

（１）避難行動要支援者等の避難計画 

ア 県・市は、あらかじめ避難行動要支援者を把握し、避難に必要な車両の台数

等を見積もっておく。 

イ 県は、市、関係機関・団体と連絡調整の上、避難行動要支援者等及びそれら

の施設等並びに避難行動要支援者等の避難体制の状況を確認し、避難行動要支

援者等の避難計画を作成する。 

また、県は、社会福祉施設や県ハイヤータクシー協会に確認し、県内で確保

可能な福祉車両等を把握するとともに、緊急時に県内車両では不足する場合は、

中国４県ハイヤータクシー協会に協力を要請する。 

これらによっても必要な福祉車両等の確保が困難な場合は、国に要請する。 

ウ 前項に記載したもののほか、県は、市、関係機関・団体と連絡調整の上、避

難行動要支援者等の輸送手段を手配するとともに、輸送力が不足する場合は、

関係機関・団体に対し支援を要請する。 

エ 福祉車両等（ストレッチャー、車いす等）の特別な避難手段の確保に時間を

要する場合には、放射線防護対策施設における一時的な屋内退避の実施を検討

する。また、在宅の避難行動要支援者等についても同様の対応を検討する。 

オ 社会福祉施設等の入所者及び医療機関等の入院患者等は、社会福祉施設、病

院等の施設が避難先となるが、県内の施設数が限られているため、県外への避

難も想定する必要があることから、県は、事前に関係する県と調整するよう努

める。 

カ 移動中及び避難所におけるケアに配慮する。 

２ 要配慮者の避難 

内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出し、ＰＡＺの避難準備指示があった

場合、事態の進展を踏まえ、ＵＰＺの要配慮者の早期避難準備を開始する。 

なお、５０ｋｍを超える避難が要配慮者の過重な負担となることがあるため、

健康状態を悪化させないように配慮し、場合によっては３０～５０ｋｍ圏内にあ

る施設の利用を検討する。 

 

（１）要配慮者の避難計画 

（新設） 

 

 

ア 県は、市、関係機関・団体と連絡調整の上、要配慮者及びそれらの施設等並

びに要配慮者の避難体制の状況を確認し、要配慮者の避難計画を作成する。 

 

 

 

 

イ 県は、市、関係機関・団体と連絡調整の上、要配慮者の輸送手段を手配する

とともに、輸送力が不足する場合は、関係機関・団体に対し支援を要請する。 

 

ウ 福祉車両等の特別な避難手段の確保に時間を要する場合には、放射線防護対

策施設における一時的な屋内退避の実施を検討する。また、在宅の要配慮者に

ついても同様の対応を検討する。 

エ 社会福祉施設等の入所者及び医療機関等の入院患者等は、社会福祉施設、病

院等の施設が避難先となるが、県内の施設数が限られているため、県外への避

難も想定する必要があることから、県は、事前に関係する県と調整するよう努

める。 

オ 移動中及び避難所におけるケアに配慮する。 



20 

 

項  目 修  正  案 修  正  前 

キ 聴覚障がい者、視覚障がい者等の避難行動要支援者等への情報提供に係る伝

達方法については、それぞれの障がいの特性に配慮する。 

（２）在宅の避難行動要支援者の避難 

ア 市は、自然災害と原子力災害とを区別することなく、平時から在宅の避難行

動要支援者名簿を作成し、民生委員の協力を得る等して避難に関する支援体制

を構築し、それらを前提として速やかな支援を行う。一般的な避難が困難な場

合については、一時的な対応として条件の整った広域福祉避難所へ避難し、マ

ッチングが整った段階で避難先の施設等へ避難する。 

イ 市は、在宅の避難行動要支援者及び同居者並びに避難を支援する者（以下「支

援者」という。）等に対して、防災行政無線、広報車、緊急速報メール、テレビ、

ラジオ等を用いて屋内退避・避難等の情報を伝達する。支援者の支援を受ける

ことにより、地域住民と同様に避難が可能である避難行動要支援者は、まずは

広域避難所に避難し、その後、要支援者の状況に応じて広域福祉避難所に移送

する。 

ウ 県は、支援者の防護措置に留意し、関係周辺市等と連携し、必要に応じて支

援者への防護服等の資機材の配布や、支援者の被ばくリスクが高まる場合は、

自衛隊等の実動組織に応援を要請する等して、支援者に代わって避難行動要支

援者の避難に係る支援を行うこと等の対応を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

（２）在宅の避難行動要支援者の避難 

市は、自然災害と原子力災害とを区別することなく、平時から在宅の避難行

動要支援者名簿を作成し、避難に関する支援体制を構築し、それらを前提とし

て速やかな支援を行う。一般的な避難が困難な場合については、一時的な対応

として条件の整った広域福祉避難所へ避難し、マッチングが整った段階で避難

先の施設等へ避難する。 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 
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項  目 修  正  案 修  正  前 

（３）避難行動要支援者避難のイメージ 

 

（４）社会福祉施設等の入所者の避難 

   社会福祉施設の入所者については、県があらかじめ示した避難先施設に避難

を行う。 

この際、放射線防護対策を実施した社会福祉施設等については、屋内退避の

可能期間を考慮した上で、他の社会福祉施設等からの受入れや避難及び在宅の

避難行動要支援者の受入れ又は他の社会福祉施設への転院等を判断する。 

放射線防護対策施設の管理者は、原子力災害を考慮し、７日間の食糧、燃料

等の備蓄及び補給方法を検討しておく。また、県は、必要とされる食糧、燃料

等の備蓄に対する支援を行う。 

なお、屋内退避を継続するにあたり備蓄食糧・燃料等の不足が見込まれる場

合は、県が物資の補給を行う。 

 鳥取県内の放射線防護対策施設は下記のとおり。 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）社会福祉施設等の入所者の避難 

ア 緊急的な避難が必要となった初期段階において、全ての対象者を該当の避難

先社会福祉施設へ直ちに避難することが困難であるため、避難先が確保できる

まで一時的に県が指定する広域福祉避難所に避難し、受入先避難先が確保され

た後に最終避難先に避難する。 

この際、放射線防護対策を実施した社会福祉施設等については、屋内退避の

可能期間を考慮した上で、他の社会福祉施設等からの受入れや避難又は他の社

会福祉施設への転院等を判断する。 
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項  目 修  正  案 修  正  前 

 

名      称 住  所 

鳥取県済生会境港総合病院 境港市米川町 44 

社会福祉法人しらゆり会 光洋の里 境港市渡町 2480 

医療法人・社会福祉法人真誠会 弓浜ホスピタウン 米子市大崎 1511-1 

医療法人真誠会 ゆうとぴあ 米子市河崎 581-3 

ア 避難方法 

施設入所の避難行動要支援者等については、施設が所有する車両に加え、

県が手配する福祉車両等で避難する。 

なお、親族などが自家用車による避難を希望するときはこれを認める。 

  イ 留意事項 

（ア）避難先として、上記以外に、自宅がＵＰＺ外であれば自宅へ避難させる

場合もある。また、直接、避難先社会福祉施設等（超過枠を含む）に搬送

する場合がある。 

（イ）重度又は長時間の移送が困難な者は、一旦３０～５０ｋｍ範囲の特別養

護老人ホーム・老人保健施設に避難させ、症状に適した医療機関に順次移

送する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、避難先として、上記以外に、自宅がＵＰＺ外であれば自宅へ避難させ

る場合もある。また、直接、避難先社会福祉施設等（超過枠を含む）に搬送す

る場合がある。 

イ 避難は、社会福祉施設等の車両での避難を原則とするが、親族などが自家用

車による避難を希望するときはこれを認める。 

 

 

Ｐ.３７ 

第３章 避難等の

実施 

第５節 避難段階 

８ 外国人の避難 

 

 

８ 外国人の避難 

  外国人については、住民避難と同様に、一時集結所に集結後、広域避難所に避

難するが、多言語表記等（事前対策も必要）の対応が必要である。 

  ・ 多言語表記による一時集結所の周知（防災教育がほとんど行われていない

国もあることから、防災に関する知識の普及啓発も併せて実施することが必

要） 

  ・ 避難指示の伝達方法の検討 

  ・ 災害情報の多言語化による、被災情報等の重要な情報の提供 

  ・ 駅、観光施設、公共施設等の外国人が立ち寄るところは、多言語で情報を

提供する 

（新設） 
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項  目 修  正  案 修  正  前 

  ・ 県は、外国人に対して災害情報を提供するとともに、問い合わせへの対応

等を実施するため、外国人支援インフォメーションセンターを設置 

  なお、外国人の居住状況から、外国人が集中して避難することが予測される広

域避難所等においては、多言語スタッフ、通訳スタッフの確保等を行い、外国人

に対して必要な情報を提供する等の対応が必要である。 

また、ホームページの情報掲載にあたっては、ホームページの多言語自動翻訳

機能の活用を考慮し、やさしい日本語での掲載を心がける。 

 

Ｐ.３９ 

第３章 避難等の

実施 

第５節 避難段階

11 自然災害と原

子力災害との複合

災害時も想定した

避難 

 

11 自然災害と原子力災害との複合災害時も想定した避難 

（１）地震との複合災害の場合 

   地震による家屋の倒壊等により、家屋における滞在が困難の場合には、安全

確保のため、あらかじめ指定された近隣のコンクリート屋内退避施設又は市が

開設する近隣の指定避難所等に避難する。 

   その後、全面緊急事態となり、屋内退避指示が出ている中で余震が発生し、

家屋や既に避難しているコンクリート屋内退避施設への被害が更に大きくなる

等、屋内退避の継続が困難な場合には、人命の安全確保の観点で地震に対する

避難行動を最優先することが重要であることから、市が開設するＵＰＺ内の別

の指定避難所等や、あらかじめ定められているＵＰＺ外の避難先に速やかに避

難する。 

   なお、屋内退避指示中に避難する際には、県及び国は、住民等の避難を安全

かつ円滑に実施するため、避難経路や避難手段のほか、原子力発電所の状況や

緊急時モニタリングの結果、気象情報等の情報共有や緊急時の対策についての

確認・調整等を行う。 

（２）津波との複合災害の場合 

   津波警報等の発表により避難指示が発表されている場合には、津波による人

命へのリスクを回避するため、指定緊急避難場所等の安全が確保できる場所に

避難する。 

   その後、当該津波避難指示の解除等津波に対する安全が確保された後に、地

（新設） 
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域の放射線量や避難手段確保状況等を踏まえつつ、計画上の避難先への避難や

一時移転を行う。 

（３）暴風雪等との複合災害の場合 

   ＯＩＬ基準により避難等が必要な場合であっても、台風、大雪等の影響によ

り気象庁から警報等が発表され、外出をすることで命に危険が及ぶような場合

には、無理に避難せず、安全が確保されるまでは屋内への避難を優先する。 

その後、天候が回復する等、安全が確保できる状況になった場合には、避難

等を行う。 

   なお、台風等に伴う大雨により、土砂災害や洪水等に係る避難勧告等が発令

された場合には、当該地域の避難住民は指定避難所等の安全が確保できる場所

で屋内退避を実施する。 

Ｐ.４１ 

第３章 避難等の

実施 

第６節 安定ヨウ

素剤の服用等 

６ 大規模災害時

等における安定ヨ

ウ素剤緊急配布の

考え方 

７ 安定ヨウ素剤

の事前配布 

 

６ 大規模災害時等における安定ヨウ素剤緊急配布の考え方（原子力規制庁） 

  原子力規制庁の考え方は次のとおり。 

「原子力災害対策本部又は地方公共団体の服用指示に基づいて地方公共団体職

員が緊急配布する場合は、大規模災害時等における緊急避難的対応として、「医薬

品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、「医師法」等

の関係法規からの違法性は阻却されるものと考えられる。ただし、平時の計画に

おいては、できる限り、医師や薬剤師が関与する体制を整備する必要がある。」 

７ 安定ヨウ素剤の事前配布 

（１）ＵＰＺ圏に居住する住民のうち、原子力災害発生時に一時集結所等で速やか

に安定ヨウ素剤を受け取ることが困難等の理由により、事前配布を希望する者

に対しては安定ヨウ素剤の事前配布を行う。 

   安定ヨウ素剤の事前配布を受けた者は、国、県等からの服用指示に基づいて

安定ヨウ素剤を服用する。 

（２）事前配布する薬剤 

   国の原子力災害対策指針等に則して下表のとおりとする。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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（３）留意事項 

   安定ヨウ素剤の事前配布を受けた者が、一時集結所や避難退域時検査会場で

安定ヨウ素剤を過剰に受領・服用することがないよう、配布場所で確認するな

どの処置が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区    分 薬剤種別・服用量 

生後１か月以上～３歳未満 ゼリー剤（３２．５㎎規格）１包 

３歳以上～小学校就学前 丸剤１丸 

小学１年生～６年生 丸剤１丸 

中学生以上 丸剤２丸 

 


